
（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 
しずくいしアグリリサイクルセンター 

ホイールローダエンジン修繕 

②  契 約 日 令和３年１１月１日 

③ 契 約 期 間 
令和３年１１月 １日から 

令和３年１１月３０日まで 

④ 契 約 の 概 要 ホイールローダエンジン修繕 一式 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
盛岡市津志田中央二丁目１番２３号 

いすゞ自動車東北株式会社岩手支社 支社長 佐々木 公博 

⑥ 契 約 金 額 
金 ３，２４８，６０３円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 295,327 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び雫石町営建設工

事等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４第

２号アの規定による。 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

 車両の修繕については、専用の故障診断機による故障個所の診断が

必要であり、また、交換部品の調達など販売業者でなければ修理でき

ないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
 当該車両販売者 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和３年１０月２９日 １３時００分 

予定価格（税込）  3,249,400円 予定価格（税抜） 2,954,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

いすゞ自動車東北

（株）岩手支社 
2,953,276円 円 落札 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 農林課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 令和３年度町道除排雪業務委託 

②  契 約 日 令和３年１１月 ８日 

③ 契 約 期 間 
令和３年１１月 ８日から 

令和４年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
町道の除排雪を行い、冬季間の円滑な交通を確保するための作業車

両ごとの作業時間、または回数の単価契約 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町中町 7 番地４ 

特定非営利活動法人 しずくいし 理事長 土橋 幸男 

⑥ 契 約 金 額 別紙のとおり 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 

地方自治法施工令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号及び雫石町営建設工

事等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第 4第 2

号イ及び雫石町契約規則第 19 条ただし書きの規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 
別紙のとおり 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
別紙のとおり 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和３年１１月５日 ９時１５分 

予定価格（税込） 別紙のとおり 予定価格（税抜） 別紙のとおり 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

特定非営利活動法人 

しずくいし 
別紙のとおり 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 



別紙  随意契約理由 

 

除排雪業務は、除雪車両の高度な運転技術や除雪業務に対しての知識が必要であり、また、当

町は広大な面積を有し、地形や地区毎に積雪状況等の条件が異なることから、町内道路事情に精

通していることが求められる。さらに除雪計画路線延長が約 410㎞と長距離で、幹線路線から生

活路線まで多岐に渡るため、除雪業務には、町所有の除雪車両のみでは、安全で快適な通行の確

保には対応できず、このほかに大型車から小型除雪車、歩道除雪車等、総台数として 40 台程度

必要となる。しかし、これらの除雪車両と運転技術を有する運転手の確保が大きな課題となって

しまう。 

 なお、町有除雪車両に対し、個別業者から運転手として派遣を受けることについては、派遣す

る側（業者）において、厚生労働省へ「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律」（以下「労働者派遣法」）第５条に規定する申請を行わなければならず、かつ

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」第９条に

規定する手数料が発生し業者負担が大きく、加えて離職後１年以内の人を元の勤務先に派遣す

ることが禁止（労働者派遣法第 40 条の９）されているため、当該業務で求められている「町内

道路事業に精通しかつ高度な運転技術を有するもの」の連続した派遣を受けることができず、当

該業務の目的を遂行できない。 

以上のことを踏まえ、当該業務には、効率的に作業車両と人材の確保が必要となることから、

町内道路事情に精通した建設業者等で構成される団体と契約することが妥当であり、建設業者

が多く加入し、必要とされる車両並びに能力を有する人材確保ができ、目的の遂行に必要となる

除雪体制を整えることができること、さらに過去の当該業務の実績を勘案して「ＮＰＯ法人しず

くいし」との一者随意契約が妥当であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 
令和３年度町民健康台帳システム改修業務委託 

（節目総合健診データの取込機能作成） 

②  契 約 日 令和３年１１月１８日 

③ 契 約 期 間 
令和３年１１月１８日から 

令和４年 １月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
既存の町民健康台帳システムへ節目総合健診データの取込機能を

追加するシステム改修業務を委託するもの 

⑤ 契 約 の 相 手 方 株式会社アイシーエス 代表取締役社長 法貴 敬 

⑥ 契 約 金 額 
金 ６１３，６９０ 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 55,790円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

町民健康台帳システムの導入業者でなければ業務遂行が著しく困難で

あり、他業者を選定した場合、システムの使用に著しく支障を生じる

恐れがあることから、契約の性質が競争入札に適さないため、随意契

約とした。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

町民健康台帳システムを導入した業者で当該システムの保守契約も請

け負っていて、その内容に精通していることから選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和３年１１月１８日 １１時３０分 

予定価格（税込） ６１９，９０５円 予定価格（税抜） ５６３，５５０円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（株）アイシーエス ５５７，９００円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 健康子育て課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

③  件 名 町道雫石環状線外スノーポール等設置業務委託 

④  契 約 日 令和３年１１月 ８日 

③ 契 約 期 間 
令和３年１１月 ９日から 

令和３年１１月３０日まで 

④ 契 約 の 概 要 設置業務 １式 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町中町 7 番地４ 

特定非営利活動法人 しずくいし 理事長 土橋 幸男 

⑥ 契 約 金 額 
金 ９６８，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 88,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 

地方自治法施工令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号及び雫石町営建設工

事等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第 4第 2

号イ及び雫石町契約規則第 19 条ただし書きの規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

町道除排雪業務の安全性・効率性を確保するための業務であり、現

場状況に精通している者でなければ、適切な施行ができないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
令和３年度町道除排雪業務委託の受注予定者 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和３年１１月５日 ９時３０分 

予定価格（税込） 981,200 円 予定価格（税抜） 892,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

特定非営利活動法人 

しずくいし 
880,000 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 


